
令和６年度呉市社会福祉法人等指導監査実施計画 

 

 呉市社会福祉法人等指導監査実施要綱に基づき，今年度の社会福祉法人及び社会福祉

施設等に対する指導監査の実施計画を次のとおり定める。 

 

１ 基本方針 

  社会福祉法人は，社会福祉事業の中心的な担い手として，福祉サービスの供給確保

を図るとともに，地域貢献や地域福祉を支える人材の育成を行うなど，極めて公益性・

公共性が高く，社会的な信頼や期待も非常に大きい。 

  このことから，社会福祉法人においては，自律的な経営基盤の確立，公正かつ安定

的な経営，透明性の確保など，適正な法人運営が行われ，また，事業運営においては，

利用者本位の福祉サービスが円滑に提供されるよう，法令，国の通知及び指導監査ガ

イドライン（社会福祉法人指導監査要綱（平成２９年４月２７日付け厚生労働省三局

長通知）の別紙）等に基づき重点的・継続的な指導監査を実施する。 

  また，社会福祉法人会計に関する事項については，令和５年度に係る計算書類（貸

借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。）及び事業報告並びにこれらの附属明細書

並びに財産目録が社会福祉法人会計基準に従い，定時評議員会の承認を含む法令に定

める手続を経て作成されているかを中心に確認する。 

 

２ 令和６年度指導監査の重点事項 

（１） 社会福祉法人 

  ア 社会福祉法に基づく運営体制確保 

   (ア) 評議員の選任 

 ａ 「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任している

こと。 

 ｂ 欠席が継続し，名目的・慣例的に選任されていると考えられる評議員がい

ないこと。 

    ｃ 在任する評議員の人数が定款で定めた理事の員数及び在任する理事の人数

を超えていること。 

   (イ) 評議員会の招集・運営 

    ａ 評議員会の招集については，理事会の決議により評議員会の日時及び場所

等を定め，理事が評議員会の１週間前（又は定款に定めた期間）までに評議

員に書面又は電磁的方法（電子メール等）により通知をしていること。 

    ｂ 評議員会における普通決議（特別決議以外の決議）は，議決に加わること

ができる評議員の過半数（定款で過半数を上回る割合を定めた場合にあって

は，その割合以上）が出席し，その過半数（定款で過半数を上回る割合を定

めた場合にはその割合以上）の賛成をもって行い，特別決議は，議決に加わ

ることができる評議員の３分の２（定款で３分の２を上回る割合を定めた場

合にはその割合）以上の賛成をもって行われていること。 

ｃ やむを得ない理由により評議員会の決議省略が行われている場合で，理事

長（又は理事）が議題・議案を提案した場合に評議員全員の同意の意思表示



の書面等を作成し，議事録を作成していること。 

 ｄ 評議員会の議事録が法令に基づき書面又は電磁的記録により作成され，必

要事項が記載されており，評議員会の日から法人の主たる事務所に１０年間，

従たる事務所に５年間備え置かれていること。また，評議員会の決議が省略

された場合には，同意の意思表示の書面又は電磁的記録が，法人の主たる事

務所に決議があったとみなされた日から１０年間備え置かれていること。 

   (ウ) 評議員，理事及び監事の報酬 

  ａ 評議員の報酬等の額が定款で定められていること。 

  ｂ 理事及び監事（以下，「役員」という。）の報酬等の額が定款又は，評議員

会の決議により定められていること。 

  ｃ 評議員会の決議によって監事の報酬総額のみが決定されている場合は，そ

の具体的な配分が監事の全員一致の決定により定められていること。 

ｄ 評議員及び役員の報酬等の支給基準が作成されており，評議員会の承認を

受けていること及び支給基準に規定すべき事項が定められていること。また，

支給基準が「不当に高額」でないこと。 

ｅ 評議員及び役員に対する報酬等の支給基準がインターネットの利用により

公表されていること，又は，「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」

を利用した届出がされていること。 

ｆ 評議員及び役員の報酬が，定款等で定められた額及び報酬等の支給基準に

反するものとなっていないこと。 

ｇ 評議員及び役員の区分毎にその報酬の総額がインターネットの利用により

公表されていること，又は「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」

を利用した届出がなされていること。 

   (エ) 事業運営の透明性の向上 

ａ 定款が主たる事務所実際に備え置かれていること。また，従たる事務所に

実際に備え置かれていること，又は電子計算機（パソコン）に電磁的記録が

記録されていること。 

ｂ 定款の具体的な公表の方法に関する規程が制定され，当該規程により実際

に公表されていること。また，インターネットを利用して最新のものを公表

していること。 

ｃ 計算書類及び現況報告書について，「社会福祉法人の財務諸表等電子開示シ

ステム」により公表されていること。 

ｄ 理事及び職員が，法令及び法人が定める各種規程等を遵守し，確固たる倫

理観をもって事業活動を行うこと。 

   (オ) 適正な決算手続 

     計算書類及び事業報告並びにその附属明細書並びに財産目録について，理事

会の承認を受け，このうち計算書類及び財産目録については定時評議員会の承

認を受けていること。 

 



イ 適正な法人運営と経営機能の強化 

  （ア）定款 

   定款の変更は，評議員会の特別決議をもって行い，所轄庁の認可又は所轄庁

への届出が行われていること。 

  （イ）理事会 

    ａ 理事会の決議は，議決に加わることができる理事の過半数（定款で過半数

を上回る割合を定めた場合にあっては，その割合以上）が出席し，その過半

数（定款で過半数を上回る割合を定めた場合にはその割合以上）の賛成をも

って行われていること。 

    ｂ 次の事項について，理事会の決議を行っていること。 

（ａ）評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定 

    （ｂ）理事長及び業務執行理事の選定及び解職 

    （ｃ）重要な役割を担う職員の選任及び解任 

    （ｄ）従たる事務所その他の重要な組織の設置，変更及び廃止 

    （ｅ）内部管理体制の整備（特定社会福祉法人のみ） 

    （ｆ）競業及び利益相反取引の承認 

    （ｇ）計算書類及び事業報告等の承認 

    （ｈ）役員，会計監査人の責任の一部免除（定款に定めがある場合に限る。） 

    （ｉ）その他重要な業務執行の決定（理事長等に委任されていない業務執行の決

定） 

    ｃ 理事長及び業務執行理事（選任されている場合）が，理事会において，３

か月に１回以上（定款に定めがある場合には，毎会計年度に４か月を超える

間隔で２回以上）職務執行に関する報告をしていること。 

ｄ やむを得ない理由により理事会の決議省略が行われている場合で，理事長

（又は理事）が議題・議案を提案した場合に理事全員の同意の意思表示及び

監事が異議を述べていないことを示す書面等を徴し，議事録を作成している

こと。 

（ウ）理事 

    ａ 理事の員数は，６人以上の数を定款に定め，その定款に定めた員数が実際

に選任されていること。 

ｂ 定款に定めた員数の３分の１を超える者が欠けていないこと，欠けている

場合には遅滞なく補充のための手続が進められていること。 

ｃ 理事の選任及び解任について，評議員会の決議が適切になされていること。 

ｄ 評議員会の決議により理事が解任された場合に，解任の理由が，当該理事

に重大な義務違反等があることによるものであること。 

（エ）監事 

  ａ 監事の員数は，２人以上の数を定款に定め，定款に定める員数が実際に選

任されていること。 

  ｂ 監事の選任について，評議員会の決議が適切になされていること。 



  ｃ 監事の選任に関する評議員会の議案について，監事の過半数の同意を得て

いること。 

  ｄ 監事の解任について，評議員会の有効な特別決議により行われていること。 

  ｅ 理事の職務の執行を監査し，監査報告を作成していること。 

  ｆ 理事会に出席し，必要がある場合には意見を述べていること。 

  （オ）資産管理 

    ａ 社会福祉事業の用に供する不動産は，全て基本財産として定款に記載され,

登記が適正になされていること。 

ｂ 基本財産の処分等について，定款の定めに基づく所轄庁の承認を受けてい

ること。 

    ｃ 社会福祉事業の用に供する不動産を国又は地方公共団体以外の者から賃借

している場合は，地上権又は賃借権の登記がなされていること。 

   ｄ 社会福祉施設の用に供する不動産以外の基本財産の管理運用が安全かつ確

実な方法で行われていること。 

  （カ）特別の利益供与の禁止 

     社会福祉法人の関係者に対して特別の利益を供与していないこと。 

  （キ）公益的な取組 

     地域における公益的な取組の実施に努めること。また，実施している場合は

現況報告書へ漏れなく記載すること。 

  （ク）不正支出の予防 

     経営者等による不正支出を予防するため，会計帳簿及び証憑書類等が適正に

保管され，監事等による内部統制が行われていること。 

ウ 不適切事案への対応 

（ア）現況報告書に添付された計算書類等の審査・確認 

     現況報告書に添付された財産目録，計算書類については，金額の急激な増減

等について，審査・確認を行うこと。 

（イ）迅速な特別監査の実施 

いわゆる不適切事案が発生した場合には，公認会計士等の専門家を同行して 

速やかに特別監査を実施し，公認会計士及び弁護士等の専門家と協議し，迅速

に対応策を講じること。 

エ 会計管理等 

  （ア）経理規程が法令又は通知に反しておらず，定款に定める手続により定められ

ていること。 

  （イ）経理規程に従って会計処理等の事務処理がなされていること。         

  （ウ）経理規程等により，会計責任者の設置等の管理運用体制について定められて

いるほか，業務分担が明確に決められ，内部牽制に配意した体制となっている

こと。 

（エ）法人印及び代表者印の管理について，管理者が定められているなど，管理が

十分に行われていること。 

（オ）随意契約を行っている場合は，入札通知により適正に行われていること。 



（２）社会福祉施設 

  ア 利用者支援 

  （ア）個人の尊厳の保持 

    ａ 福祉サービスの提供に当たっては，利用者及び施設入所者（以下「利用者

等」という。）個人の尊厳の保持を旨とし，利用者等の意向を尊重した配慮が

なされるとともに，福祉サービスが利用者等個々の状況に応じて適切に提供

されていること。 

    ｂ 職員等からの利用者等への虐待防止に関する取組等が確立されていること。 

    ｃ 苦情受付窓口や第三者委員の設置などの苦情解決体制が整備されているこ

と。また，利用者等への周知を図り，苦情に対し適切な解決に努めているこ

と。 

    ｄ 利用者等の生命等を保護するため緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う

場合には，その態様及び時間，利用者等の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録するなど，必要な対応を行っていること。 

  （イ）支援内容 

    ａ 利用者等に対して個別の支援計画等が策定され，必要に応じて見直しが行

われていること。 

    ｂ 利用者等に必要な健康診断（検査項目）を受診させていること。 

    ｃ 利用者等の預り金は，規程を定め，適切に管理されていること。 

  （ウ）防災対策 

    ａ 施設の状況や周辺環境を把握して，火災に対処するのみでなく，風水害・

土砂災害，地震等を含む地域の実情も鑑みた災害に対処できる非常災害対策

計画を策定し，職員間で十分共有するとともに，風水害・土砂災害の場合を

含む避難訓練を夜間の時間帯にも実施するなど防災対策の強化に努め，対策

に万全を期していること。 

      また，水防法，土砂災害防止法又は津波防災地域づくりに関する法律に基

づき地域防災計画に記載され，風水害や土砂災害に対応した避難確保計画の

作成や避難訓練の実施が義務付けられた施設（要配慮者利用施設）は，避難

確保計画の作成や避難訓練の実施をしていること。 

      【非常災害対策計画・防災対策の具体的な項目例】 

      （ａ）社会福祉施設等の立地条件（地形等） 

      （ｂ）火災発生等の未然防止，早期通報・連絡，初期消火対策（消火訓練

を含む。） 

      （ｃ）消火設備及び警報設備等の整備・点検 

（ｄ）災害に関する情報の入手方法（「避難準備・高齢者等避難開始」等の

情報の入手方法の確認等） 

（ｅ）災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体，家族，職員等） 

（ｆ）避難を開始する時期，判断基準（「避難準備・高齢者等避難開始発令」

時等） 

（ｇ）避難場所（呉市が指定する避難場所，施設内の安全なスペース等） 

（ｈ）避難経路（避難場所までのルート（複数），所要時間等） 



（ｉ）避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす，徒歩等），利用児童の年

齢や発達に応じた避難方法等） 

      （ｊ）災害時の人員体制，指揮系統（災害時の参集方法，役割分担，避難

に必要な職員数及び夜間体制等） 

      （ｋ）地域住民，消防団，近隣施設，消防機関，呉市等との連携協力体制

の確保等 

      （ｌ）各種の補償保険制度の活用 

    ｂ 台風被害や地震災害などの大規模災害に対して，関係機関との十分な連携 

及び地域防災計画に基づく適切な防災訓練への参画に努めていること。 

    ｃ 市内の施設や近隣市町の施設との間で，災害時における被災施設入所者の 

他施設への避難，被災施設からの受入れなどの支援について，検討や取組を 

行っていること。 

    ｄ 地域の防災拠点や災害救助法に基づく「福祉避難所」として，緊急避難的 

に要配慮者の受入体制の整備に努めていること。 

ｅ 業務継続計画に基づき，ライフライン復旧までの間，最低限の機能を維持

するために必要な飲料水や食料等の物資及び冷暖房設備や空調設備稼働用の

燃料などの備蓄に努めること。 

   (エ) 防犯対策 

    ａ 設備の整備・点検，日中及び夜間における施設の管理・防犯体制の構築，

夜間等における施錠などの防犯装置，職員間の連絡体制を含めた緊急時の対

応体制の構築，職員研修や防犯訓練の実施など，社会福祉施設等が必要な取

組に努めていること。 

    ｂ 警察等関係機関や地域住民等多様な関係者との協力・連携体制や有事の際

の迅速な通報体制を構築していること 

    ｃ 施設開放など地域の関係者との交流に向けた諸活動について，防犯に係る

安全確保に留意しつつ，積極的に取り組んでいること。 

  （オ）感染症の予防対策等 

    ａ 新型コロナウイルスをはじめ，インフルエンザやノロウイルス，レジオネ

ラ症等の感染症，食中毒等に対する適切な予防対策及び発生した場合の対処

方法等が講じられていること。 

    ｂ 感染症患者・感染者に対する利用制限，偏見や差別がないよう利用者等の

人権に配慮した対応が図られていること。 

  イ 運営管理 

  （ア）社会福祉施設関係 

    ａ 運営規程などに社会福祉施設の運営に必要な事項が定められていること。

特に，虐待防止のための措置，ハラスメント対策の強化，苦情解決，防災，

事件・事故防止，健康管理に関して必要な事項が定められていること。 

    ｂ 重要事項説明書に利用契約に必要な事項が定められていること。 

    ｃ 施設設備の法定点検・検査が行われていること。 

    ｄ 利用者やその家族等からの苦情や相談に誠意を持って対応するとともに，

第三者委員の活用が図られていること。 



    ｅ 福祉サービスの自己評価を行うとともに，第三者評価や外部監査を積極的

に活用するなど，客観的な評価に基づいて，良質かつ安全・安心な福祉サー

ビスが提供されていること。 

    ｆ 事故発生時の連絡，事故発生防止のための指針の作成や職員研修及び委員

会等の運営が適切に行われていること。 

    ｇ 感染症や災害に備え，業務継続に向けた事業継続計画（ＢＣＰ）を策定す

るとともに，研修，訓練等を実施すること。 

  （イ）職員関係 

    ａ 社会福祉施設の最低基準等に定められた必要な職員が配置されていること。 

    ｂ 職員に対して利用者等の虐待防止，事故発生防止，健康管理及び適正な支

援に必要な技術的能力などの研修の受講や，職場における支援の内容等に関

する適切な技術的指導が行われるなど，職員の資質の向上が推進されている

こと。 

    ｃ 職員の資質の向上に当たっては，体系的な教育・研修体制が確立されてお

り，適格に運用されていること。 

    ｄ 労働基準法等の労働関係法令が遵守されているとともに，同法等に定めら

れた各種届出が労働基準監督署等に期限内に提出されていること。 

    ｅ 勤務実態が就業規則に適合していること。また，給与，諸手当及び旅費等

は，給与規程などの規定に基づいて支給されていること。 

    ｆ 職員に対して定期的に必要な健康診断を受診させていること。 

（３） 児童福祉施設等（保育所，幼保連携型認定こども園，家庭的保育事業等を含む。） 

  ア 教育及び保育内容等関係 

 （ア）指導計画等の状況 

ａ 保育所保育指針又は，幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき，

全体的な計画を編成し，それに基づき長期的な指導計画と短期的な指導計画

を作成していること。また評価を行い，見直しを行っていること。 

    ｂ 苦情を受け付ける窓口や第三者委員の設置などの苦情解決体制が整備され 

ていること。また,福祉サービスの利用者への周知を図り，苦情に対し適切な

解決に努めていること。 

（イ） 安全管理 

保育中の園児の見守り，遊具等の安全管理の強化について，安全点検チェック 

シートなどを活用した点検を行い，重大事故が発生することのないよう注意喚起 

していること。 

 （ウ）感染症の予防対策等 

 新型コロナウィルスを含む感染症，食中毒等に対する適切な予防対策及び発 

    生した場合の対処方法等が講じられていること（対応マニュアル等作成）。 

イ 運営管理 

（ア） 施設関係 

ａ 人権を大切にする心を育てる保育や第三者評価の受審・公表等が推進され

る等，事業を積極的に活用するなど，良質かつ適切な福祉サービスの提供に



努めていること。 

ｂ 利用者に係るシックハウス症候群や化学物質過敏症に留意すること。 

  （イ）職員関係 

     法に基づく施設の設備及び運営に関する基準等に定められた職員を適正配置 

していること。 

  （ウ）適正な会計処理 

    ａ 会計については，「２－（１）－エ」に準ずる。 

    ｂ 私立保育所は，「子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所

に対する委託費の経理等について（平成２７年９月３日府子本第２５４号・

雇児発０９０３第６号）」等に基づき委託費等の弾力運用が適正に行われてい

ること。 

   

３ その他 

（１）実施体制等 

   広島県と連携強化を図るとともに，広島県が所管する社会福祉法人に係る施設監

査においては，十分な連携のもとに効果的な指導監査を実施する。 

   また，法人運営及び施設運営に課題を有する法人においては，課題等を具体的に

明らかにし，法人監査と施設監査を連携して行う。 

（２） 実施時期 

呉市が所管する全ての社会福祉法人及び社会福祉施設等に対し，７月１日現在の

監査調書の提出を求める。 

   実施時期は，原則として，８月から翌年３月までの間で行うものとする。 

（３）事後指導等 

   文書指摘を行った社会福祉法人に対しては，社会福祉事業の中心的な担い手とし

て，早期に適正な法人運営が図られるよう，また，施設等に対しては，利用者本位

のサービスが提供されるよう，自主的かつ自律的な改善に向けた具体的で，きめ細

かな指導・助言を実施する。 

   なお，必要に応じて，関係都道府県等に対して資料の提供等の協力を求めるとと

もに，所轄外の社会福祉法人が設置する施設については，当該社会福祉法人の所轄

庁に対し，適当な措置をとることが必要であると認められる旨の意見を提出する。 

また，必要に応じて重点的かつ継続的に指導監査を実施するとともに，社会福祉

法人において，法令や定款，関係規程等に違反し，又は運営が適正を欠くと認める

とき，更に法令違反などが明らかになった場合には，社会福祉法（以下「法」とい

う。）第５６条に基づく改善勧告や改善命令，業務停止命令，理事の解職勧告，法人

の解散命令等の行政処分を行うなど，早期に適切な改善措置を実施する。 

   さらに，施設等において，不適切な施設運営が行われている場合であって，最低

基準に適合しないと認められるときは，法第７１条に規定する改善命令，福祉サー

ビスの提供を受ける者の処遇に不当な行為が認められたときなどは，法７２条に規

定する業務停止命令，事業の許可の取消し等の行政処分を行うなど，早期に適切な

改善措置を実施する。 



   また，保育所等において，不適切な施設運営が行われ，基準に適合しないと認め

られるときは，児童福祉法第３４条の１７又は第４６条，就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２０条又は第２１条に規定する

改善勧告，改善命令，児童福祉に著しく有害であると認められるときは，事業の停

止命令を行うなど，いずれも早期に適切な改善措置を実施する。 


